
 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

 令和５年６月３０日 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者 

住 所 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１２－１０ 

氏 名 鹿島建設株式会社 九州支店 

常務執行役員支店長 小森 浩之 

電話番号 ０９２－４８１－８００１ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  鹿島建設株式会社 九州支店 長崎工事事務所 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県長崎市栄町３-９ 

計 画 期 間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 ０６ 建設業・総合工事業 

② 事 業 の 規 模 前年度の完成工事高 ８２億円 

③ 従 業 員 数 ２７名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 

工事現場で

発生した産

廃 

収集運搬

（委託） 

中間処理場

（委託） 

最終処分場

（委託） 

再生材 

有価物 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和４年度 ）実績】       

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

ゼロエミッション活動による発生抑制。 

ゴミになるものをなるべく現場に持ち込まない。 

・工場生産化（プレカット、ＰＣ化、プレファブ化） 

・システム型枠の使用、打ち込み型枠工法の利用 

・梱包を少なくする、梱包をなくす 

②計画 【目標】 

産業廃棄物の種類   

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

前年度と同様に、ゼロエミッション活動による発生抑制。 

ゴミになるものをなるべく現場に持ち込まない。 

・工場生産化（プレカット、ＰＣ化、プレファブ化） 

・システム型枠の使用、打ち込み型枠工法の利用 

・梱包を少なくする、梱包をなくす    

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

大規模現場では、木くず、廃プラ類、廃石膏ボード、金属くず、紙く

ず、コンガラ、ガラス陶磁器くず、混合廃棄物 

小規模現場では、コンガラ、木くず、金属くず、混合廃棄物 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

基本的には前年度と同じだが、大現場では混合廃棄物をできるだけ少

なくする 

支店 

土木総括環境管理者 

建築総括環境管理者 

機電総括環境管理者 

支店環境担当者 

工事事務所 

統括環境管理者 

環境管理者 

施工環境部会（安全環境部主催） 

別紙１参照 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和４年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ 令和４年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・なし 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・なし 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 

① 現状 
【前年度（令和４年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

全ての品目に対し指定業者制を取り入れ、委託契約者は支店長とす

る。 

指定業者の選定には事前に支店安全環境部による現地調査を行ない、

その結果で判定する。 

指定業者はリサイクル率の高い中間処理業者及び電子マニフェスト

導入会社を優先する。 

 

別紙２参照 



 

 

（第５面） 

 

②計画 【目標】 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

全ての品目に対し指定業者制を取り入れ、委託契約者は支店長とす

る。 

指定業者の選定には事前に支店安全環境部による現地調査を行ない、

その結果で判定する。 

指定業者はリサイクル率の高い中間処理業者及び電子マニフェスト

導入会社を優先する。 

※事務処理欄   

別紙２参照 



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

汚泥 がれき類
ガラス陶磁器く

ず
廃プラスチック

類
金属くず 紙くず 木くず 廃油 混合廃棄物

2.7 1,493.6 150.7 29.9 6.8 3.4 74.8 8.9 109.3

（これまでに実施した取組）

ゼロエミッション活動による発生抑制・・・・・・ゴミになるものをなるべく現場に持ち込まない

・工場生産化（プレカット、ＰＣ化、プレファブ化）

・システム型枠の使用、打ち込み型枠工法の利用

・梱包を少なくする、梱包をなくす

汚泥 がれき類
ガラス陶磁器く

ず
廃プラスチック

類
金属くず 紙くず 木くず 廃油 混合廃棄物

2.0 1,494.0 135.0 26.0 6.0 3.0 67.0 8.0 98.0

（今後実施する予定の取組）

前年度と同様に、ゼロエミッション活動による発生抑制・・・・・・ゴミになるものをなるべく現場に持ち込まない

・工場生産化（プレカット、ＰＣ化、プレファブ化）

・システム型枠の使用、打ち込み型枠工法の利用

・梱包を少なくする、梱包をなくす

　【前年度（令和４年度）の実績】

産業廃棄物の種類

排　　出　　量　（ｔ）

①現状

②計画

　【目標】

産業廃棄物の種類

排　　出　　量　（ｔ）

別紙 １



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

汚泥 がれき類
ガラス陶磁器く

ず
廃プラスチック

類
金属くず 紙くず 木くず 廃油 混合廃棄物

2.7 1,493.6 150.7 29.9 6.8 3.4 74.8 8.9 109.3

優良認定処理業者
への処理委託量

0.0 1,265.6 150.7 29.9 6.8 3.4 74.8 8.9 98.0

再生利用業者への
処理委託量

2.7 1,493.6 150.7 29.9 6.8 3.4 74.8 8.9 109.3

認定熱回収業者へ
の処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理
委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（これまでに実施した取組）

・全ての品目に対し指定業者制を取り入れ、委託契約者は支店長とする

・指定業者の選定には事前に支店安全環境部による現地調査を行ない、その結果で判定する

・指定業者はリサイクル率の高い中間処理業者及び電子マニフェスト導入会社を優先する

汚泥 がれき類
ガラス陶磁器く

ず
廃プラスチック

類
金属くず 紙くず 木くず 廃油 混合廃棄物

2.0 1,494.0 135.0 26.0 6.0 3.0 67.0 8.0 98.0

優良認定処理業者
への処理委託量

0.0 1,139.0 135.0 26.0 6.0 3.0 67.0 8.0 88.0

再生利用業者への
処理委託量

2.0 1,494.0 135.0 26.0 6.0 3.0 67.0 8.0 98.0

認定熱回収業者へ
の処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理
委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（今後実施する予定の取組）

・全ての品目に対し指定業者制を取り入れ、委託契約者は支店長とする

・指定業者の選定には事前に支店安全環境部による現地調査を行ない、その結果で判定する

・指定業者はリサイクル率の高い中間処理業者及び電子マニフェスト導入会社を優先する

全処理委託量

産業廃棄物の種類

②計画

　【目標】

　【前年度（令和４年度）の実績】

①現状

産業廃棄物の種類

全処理委託量

別紙 ２

































様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

2023年  5月  8日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所   長崎市竹の久

氏 名

代表取締役 力日藤 博文

電話番号 0958647321(本社 )

095753-9818(県央工場 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 加藤産業株式会社 生コン事業部県央工場

事 業 場 の 所 在 地 長崎県大村市今村町523

計 画 期 間 令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 窯業製品製造業

② 事 業 の 規 模 328,523千円 (令和4年度)

③ 従 業 員 数 13名

④産業廃棄物の一連

生コンクリー トの製造過程に於いて発生するコンクリー トがらは、自社

車輌 (産業廃棄物収集運搬許可車車両)にて中間処分会社 ((株)張本創研 )

へ運搬し処分 (破砕後再生砕石)を委託している。

(フ ロー図)

【排出事業者】 【収集運搬業者】 【処分業者】

当営業所  → 加藤産業 (株)→  (株)張本創研

の処理の工程

~も
′5:ュ 5

(日 本産業規格



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 コンクリー トがら

排   出  量 1,866t t

① 現状 (これまでに実施 した取組 )

使用可能なものは、コンクリー トブロックを製作する。

【目標】

産業廃棄物の種類 コンクリー トがら

排  出  量 1,500t t

(今後実施する予定の取組)

②計画
・戻リコンクリー トブロック用型枠にて可能な限リコンクリー トブロ

ックを製作する事により廃棄物を抑制する。
・生コン注文先の担当者と出荷量を密に打合せする事により、出来る

限り余リコンクリー トの持帰 りを抑制する。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

産業廃棄物の種類としてコンクリー トがらのみであり分別の取組み

は不要と考えられる。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

産業廃棄物の種類としてコンクリー トがらのみであり分別の取組み

は不要と考えられる。
②計画



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物 の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物 の量
t t

(こ れまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物 の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物 の量
t t

②計画

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物 の量

t t

① 現状

(こ れまでに実施 した取組 )

使用可能なものは、コンクリー トブロックを製作する。

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 コンクリー トがら

全 処 理 委 託 量 1,866t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
1,866t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施した取組)

・産業廃棄物処理法に基づき、自社保有の産業廃棄物収集運1月又れ車両に

て産業廃棄物処分場に確実に搬出する。又、営業所及び工場間で委

託契約書を確実に締結する。
。使用可能なものは、コンクリー トブロックを製作する。



(第 5面)

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 コンクリー トがら

全 処 理 委 託 量 1,500t t

1,500t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

・戻リコンクリー トブロック用型枠にて可能な限リコンクリー トブロ

ックを製作することにより廃棄物を抑制する。
・生コン注文先の担当者と出荷量を密に打合せすることにより、出来

る限り限り余 リコンクリー トの持ち帰 りを抑制する。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績 )、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

お り」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「一」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の八 (第人条の四の五関係 )

(第 1面)

産業廃棄物処理計画書

令和5年 6月 二
7日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091
氏 名 九州電力株式会社 松浦発電所長 村上

(法人にあつては、名称及

電話番 号  (0956)72-1241

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 九州電力株式会社 松浦発電所

事 業 場 の 所 在 地 長崎県松浦市志佐町白浜免宇開発 2091番 地 1

計 画 期 間 令和 5年 4月  1日 令和 6年  3月 31日 (1年間)

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 電気業 発電所 (火力発電所)

② 事 業 の 規 模 112, 253, 346MWh(令 不日4年度実績 )

③ 従 業 員 数 80名

④産業廃棄物の下連
の処理の工程

別紙 1の とお り

-5:6129

(日 本産業規格



(第 2面 )

処理管理者 (所 長)

処理責任者 (淋fレ中ションク
ヾ
トダ長)

技術管理者 (総括ク
｀
庁ダ長)

オヾ レ■ョンク・lトフ
°
(日 切J)

メンテナンスク
゛
l片フ

°

が レウョンク',トフ
°
(当直l

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

1 組織及び体制

(役 割 )

:(発電所における産業廃棄物処理に関する業務を総括)

:(施設の維持管理)    ＼

:(産業廃棄物の総括、記録の作成、保管 。管理等)

:(産業廃棄物発生・処理設備の工事施工、管理、指導)

:(産業廃棄物発生設備の運転、高効率による排出量抑制)

2 適切な管理処理方法の維持

九州電力伽では、「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃掃法)」 等に基づき、循環

型社会の形成に向け、廃棄物の適正な管理処理を行 うとともに、3R(ジ デュース、ジユ

ース、リサイクル)を推進する廃棄物ゼロエミッション活動に取り組んでぃます。

また、高い意識を持つて法改正等の情報を収集し、「廃掃法」等に基づき制定した「廃棄

物管理基準」及び「廃棄物処理マニュアル」等の適切な改正を行い、業務へ反映していま

丸
3 教育 。研修

(1)産業廃棄物に関する各種講習会への参加 (3)産業廃棄物排出量の集計及び周知

(2)最終処分場の状況把握及び周知     (4)委託契約先の処理施設の視察

4 情報公開

廃棄物処理に関する信頼′
l生を確保するため、産業廃棄物処理計画、廃棄物の発生(分別、

再生利用状況、最終処分場(B灰捨場)埋立状況について情報公開に努めていま

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 別糸氏2の とお り

① 現状
」F  出  量 男叫紙 2の とお り

(こ れまでに実施した取組)!ハ
      月J紙 2の とおり

【目標】

産業廃棄物の種類 月U紙 2の とお り

②計画
排   出  量 男町紙 2の とお り

(今後実施する予定の取組 )

丹J紙 2の とお り

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状
(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

別紙 3の とお り

②計画
(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

男町紙 3の とお り



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙 3の とおり

自ら再生利用を行つた

産業廃棄物の量
別紙 3の とおり

① 現状
(こ れまでに実施 した取組)

別糸氏3の とおり

【目標】

産業廃棄物の種類 男町紙 3の とお り

自ら再生利用を行う
別紙 3の とお り

②計画
産業廃 物 の量

(今後実施する予定の取組)

男町紙 3の とお り

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら熱回収を行うた

産業廃棄物の量
t

① 現状
自ら中間処理により減量した

497.408t t
産 業 乗物の量

(こ れまでに実施 した取組 )

発生する汚泥の脱水を確実に実施 し、自社処理を実施

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物の量
t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
917.400t t

(今後実施する予定の取組)

発生する汚泥の脱水を確実に実施する。

脱水率の管理を徹底し、確実な取組みの継続実施を図る。

②計画



(第 4面)

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物 の量

1,394。 932t
① 現状

(こ れまでに実施した取組)

埋立等に関する法令を遵守し、埋立数量や海洋投入処分状況の把握

並びに管理徹底を実施。

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物 の量

611.600t
②計画

(今後実施する予定の取組).
埋立等に関する法令を遵守し、埋立数量や海洋投入処分状況の把握

並びに管理徹底を実施。

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 丹聯氏4の とお り

全 処 理 委 託 量 男嚇氏4の とおり

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
男晰氏4の とお り

再生利用業者への

処 理 委 託 量
月晰氏4の とお り

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
丹晰氏4の とお り

以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量
男叫氏4の とお り

(これまでに実施 した取組)

男町紙 4の とお り



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別澪氏4の とお り

全 処 理 委 託 量 別澪氏4の とおり

月町紙 4の とお り

別紙 4の とおり

別髯氏4の とおり

男U紙 4の とお り

(今後実施する予定の取組)

別紙 4の とおり

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

♂)一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。 |

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の■第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「男J紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「一」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



別紙 1

⇒

廃棄物の処理工程

⇒ ⇒ ⇒
石 炭

⇒

ばいしん

燃えがら

煙

突

機 械 式

集 じん機

石炭灰有効利用設備

再資源化
,セメン ト混和剤 (販売)

。セメン ト原料
(産業廃棄物処理 )

・建築材料

機器補修等

再資源化
。土壌整備用砂等の

代替品 (販売)

・セメント原料
(産業廃棄物処理 )

分別保管
油、廃プラスチック、
ラスくず及び陶磁器く ずヽ

ず
く

く
木

属

ヽ

金
ず

廃
ガ

販  売

排水処理装置

作業等により発生

置

排煙脱硫

装

混合石膏

石 膏

産廃処理委託

汚 泥

電 気 式

集 じん機



別紙2

合 計

477,417.694 t

廃アルカリ

0 000 t

廃酸

0.000 t

がれき類

0.000 t

木くず

0.440 t

ガラス くす友
び陶磁器 くず

2.988 t

金属くず

3 200 t

廃プラステ ン
ク

14.266 t

廃油

3 160 t

汚泥

1,931.560 t

ばいじん

462,844 400 t

燃えがら

12,617 680 t

の種類

排 出 量 (t)

・高効率運転により排出抑制を実施。
・セメント混和材及び土壊整備用砂等の代替品として再利用 (売却)を図ることにより排出量の抑制を実施。

。高効率運転により排出抑制を実施。
・セメント混和材及び建築材料等として再利用 (売却)を図ることにより排出量の抑制を実施。

・排煙脱硫装置で生成される石背へ混合し、JF出抑制を実施。

・排出量の抑制となるような設計・施工を実施。

燃えがら

ばいじん

汚泥

工事に伴う産業廃葉物

1

2

3

4

[単位 :t]【前年度 (令和4年度)実績】

(こ れまで実施 した取組)

【令和5年度目標】

(今後実施する予定の取組)

合  計

421,483 727 t

廃アルカリ

0.000 t

廃 酸

0,000 t

がれき類

0.000 t

木くず

0.525 t

ガラス くす友
び |`匂 磁器 くず

1 365 t

金属くず

3.890 t

廃プラステ ッ
ク

8 014 t

廃油

1.233 t

汚泥

1,568,700 t

ばいじん

405,000 000 t

燃えがら

14,900.000 t

の種 類

排 出 量(t)

・高効率運転による排出抑制を継続して実施する。
・セメント混和材及び土壊整備用砂等の代春品として再利用 (売却)を図ることによる排出量の抑制を継統して実施する。

高効率運転による排出抑制を継続して実施する。
セメント混和剤及び建築材料等として再利用 (売却)を図ることによる排出量の抑制を継続して実施する。

排煙脱硫装置で生成される石者へ混合し、排出抑制を継続して実施する。

・排出量の抑制となるような設計・施工を継続して実施する。

・排出量抑制への検討等を実施する。

燃えがら

ばいじん

汚泥

工事に伴う産業廃棄物

その他廃葉物

1

2

3

4

5

①

現
状

②

計
画

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 (第 2面 )



別紙3

る

(分別している産業廃物の種類及び分別に関する取組)

1排出する産業廃棄物は、その種類ごとに容器を区別して保管を実施。

2分別した産業廃棄物の保管状況を確認し、分別の徹底を実施。

(今後分別する予定の産業廃物の種類及び分別に関する取組)

1排出する産業廃棄物は、その種類ごとに容器を区別して保管することを継続して実施する。

2分別した産業廃葉物の保管状況を確認し、分別の徹底を継続して実施する。

①

現
状

②

計

画

合 計

74,831 100 t

廃アルカ ,

0.000 t

廃酸

0.000 t

がれき類

0.000 t

木くず

0,000 t

ガラスくず及
び陶磁器くず

0 000 t

金属くず

0.000 t

廃プラスチン
ク

0 000 t

廃油

0,000 t

汚泥

0.000 t

ばヤヽじん

69,791.100 t

燃えがら

5,040.000 t
自ら再生利用を行 う産業廃栗
物の量

燃えがらは、グラン ド整備材や路盤改良材の有価物として利用を実施。

ばいじん (有価物として利用 したものを除く)は、セメン ト会社等にてセメン ト原料化を実施。

埋立等に関する法令を遵守し、埋立数量や海洋投棄処分処理状況の把握並びに管理徹底を実施。

1

2

3

[単位 :t]【前年度 (令和4年度)実績】

(こ れまで実施した取組)

合  計

20,000.000 t

廃アルカリ

0.000 t

廃酸

0.000 t

がれき類

0,000 t

木くず

0,000 t

ガラスくず及
びF匂磁器くず

0.000 t

金属くず

0.000 t

廃ブラステン
ク

0 000 t

廃 油

0,000 t

汚泥

0,000 t

ばい じん

20,000.000 t

燃えがら

0,000 t

の種類

自ら再生利用を行 う産業廃乗
物の量

燃えがら (有価物として和J用 したものを除く)は、再利用ができない場合等、状況を踏まえ海洋投入埋立処分を実施する。

ばいじん (有価物として利用したものを除く)は、再和」用できない場合等、状況を踏まえ海洋投入埋立処分を実施する。

埋立等に関する法令を遵守し、埋立数量や海洋投棄処分処理状況の把握並びに管理徹底を継続して実施する。

1

2

3

(今後実施する予定の取組)

【令和5年度目標】

①

現
状

②

計
画

の



別紙4

燃え殻及びばいじんは、セメン ト処理会社等へ委託 しセメン ト原料 として再利用を実施する。

の他の廃葉物においても、リサイクル情報収集、調査、検討を,沓まえ、セメント原料化や売却等により再利用を継続して実施する。

の収集・運搬・最終処分の状況等の目視確認及び、定期的な現状把握を継続して実施する。

1

2

3

合  計

399,954,727 t

29,015.027 t

370,989 700 t

0,000 t

0.000 t

廃アルカリ

0 000 t

0 000 t

0 000 t

t

t

廃酸

0.000 t

0,000 t

0.000 t

t

t

がれき類

0.000 t

0 000 t

0.000 t

t

t

木くず

0.525 t

0.525 t

0 000 t

t

t

ガラス くす及
び陶磁器 くず

1.365 t

1 365 t

0 000 t

t

t

金属くず

t     3.890 t

3.890 t

0 000 t

t t

t t

焼フフスタ ツ
ク

3,014

8 014 t

0.000 t

廃 油

1.233 t

1 233 t

0.000 t

t

t

汚泥

39,700 t

0.000 t

39 700 t

t

t

ばいじん

385,000 000 t

29,000.000 t

356,000.000 t

t

t

燃えがら

14,900,000 t

0.000 t

14,900,000 t

t

t

の 種 類

全量処理委託量

【令和5年度目標】

(今後実施する予定の取組)

4面、 5

【前年度 (令和4年度)実績】 t]

(こ れまで実施した取組)

じヽんは、セメン ト処理会社等に委託 しセメン トの原料として再和J用 を実施。

その他の廃葉物においても、ツサイクル情報収集、調査、検討を踏まえ、セメント原料化や売却等により再利用を実施。

の収集・運搬・最終処分の状況を目視による確認を行い、定期的に状況把握を実施。

1

2

3

合 計

400,694.254 t

3,632 054 t

397,062.200 t

0 000 t

0.000 t

廃アルカリ

0.000 t

0 000 t

0.000 t

t

t

廃酸

0,000 t

0 000 t

0.000 t

t

t

がれき類

0.000 t

0.000 t

0.000 t

t

t

木くず

0.440 t

0,440 t

0.000 t

t

t

ガフス く丁
ィド[旬凄舛器(

友

ギ

2,988 t

2 988 t

0.000 t

t

t

金属くず

3.200 t

3.200 t

0.000 t

t t

t

焼アフスタ ン
イタ

14.266 t

14,266 t

0,000 t

廃油

3.160 t

3 160 t

0.000 t

t

t

汚泥

39.220 t

0.000 t

39.220 t

t

t

ばいじん

393,053.300 t

3,608,000 t

389,445 300 t

t

t

燃えがら

7,577 680 t

0.000 t

7,577.680 t

t

t

の ォ璽類

全量処理委託量

②
計
画

①
現
状

処理の委託に



様式第二号の八 (第八条の四の五関係)

(第 1面 )

支店長     赤嶺 壽尋

電話番号 09574卜 3136

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

2023年  6月 26日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

所 大村市東本町 28作4

名  九鉄工業株式会社 長崎支店

者

住

氏

出提

九鉄工業株式会社 長崎支店事 業 場 の 名 称

長崎県大村市東本町28作4事 業 場 の 所 在 地

2023年 4月 1日 ～2024年 3月 31日計 画 期 間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

06事 業 の 種 類

完成工事高 4,565百万円②事 業 の 規 模

52名

別紙 1の とおり

06  総合建設業

③従 業 員 数

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

‐t ti,!

(日 本工業規格

望δ



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項  別紙3の とおり

【前年度 (2022年度)実績】

産業廃棄物の種類

排  出  量 t t

① 現状 (こ れまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

排  出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状
(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

建設汚泥・紙くず・木くず 。繊維くず 。金属くず 。廃石膏ボード

コンクリートがら等利用できるものを分別している。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

現状の取組を維持し、原料として再利用できるものを分別する。②計画



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
t

①現状
(こ れまでに実施した取組)

【目標】

の種類

ら再生利用を行う
t t

②計画
産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
t t

①現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
t t

(こ れまでに実施した取組)

【目標】

産業 の種類

回収を行う
t t

業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

②計画

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

t

①現状

(こ れまでに実施した取組)

【目標】

産 の種類

埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物 の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項  別紙4の とおり

【前年度 (2022年度)実績】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熟回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施した取組)



(第 5面)

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

磁)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

偲)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、日標及び取組オど記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」のオ間には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該オ「床]に 「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「一」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



産業廃棄物の処理状況フロー (別紙 1)

建設汚泥 ↓

↓

↓

↓

↓

委託処理 (脱水 ) ↓

↓

↓

↓

↓

委託処理 (上壌改良材として再利用)

紙くず 委託処理 (破砕 ) 委託処理 (再生百製紙原料 )

木くず 委託処理 (破砕 ) 委託処理 (再生 :チップ)

繊維くず 委託処理 (破砕 ) 委託処理 (最終 :埋立)

金属くず 委託処理 (破砕 ) 委託処理 (再生 :鉄鋼原料 )

ガラス・陶磁器くず → 委託処理 (破砕 )

廃石膏ボード 委託処理 (破砕 )

コンクリートがら ↓
　　
　
　
　
　
　
　
　
↓

委託処理 (破砕 ) ↓
　　
　
　
　
　
　
　
　
↓

委託処理 (再生 :砕石 )

アスコンがら 委託処理 (破砕 ) 委託処理 (再生 :砕石)

その他力`れき → 委託処理 (破砕 )

廃プラスチック → 委託処理 (破砕 )
→

混合 (安定型) ↓　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

委託処理 (破砕 ) ↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

委託処理 (最終 :埋立 )

混合 (管理型) 委託処理 (破砕 ) 委託処理 (最終 :埋立)

委託処理 (再生 :ガラスロブロツク原料)

委託処理 (最終 :埋立)

委託処理 (再生 :製品原料 )

委託処理 (最終 :埋立)

委託処理 (再生 :砕石 )

委託処理 (最終 :埋立)

委託処理 (再生 :フ

°
ラスチツク原料)

委託処理 (最終 :埋立 )



産業廃棄物の一連の処理の工程 (建設工程 ) (別紙 1)

建設汚泥 委託処理 (セルト材料として再利用)

モ

　
　

モ

　
　
モ

委託処理 (紙として再利用)

紙くず
委託処理 (中 間 :焼却 ) 委託処理 (最終 :埋立 )

委託処理 (燃料として再利用 )

木くず
委託処理 (中 間 :選別 ) 委託処理 (最終 :埋立 )

委託処理 (燃料として再利用 )

繊維くず ↓　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓

委託処理 (中 間 :焼却 ) 委託処理 (最終 :埋立 )

金属くず 委託処理 (金属資源として再利用)

モ

　

モ

　

　

モ

　
　
モ

委託処理 (ガラス原料として再利用 )

ガラス・陶磁器くず
委託処理 (中 間 :選別) 委託処理 (最終 :埋立 )

委託処理 (建設資材として再利用)

廃石膏ボード

委託処理 (中 間 :選別) 委託処理 (最終 :埋立 )

委託処理 (建設資材として再利用)

コンクリートがら

委託処理 (中 間 :選別 ) 委託処理 (最終 :埋立)

委託処理 (建設資材として再利用)

アスコンがら ↓

　

↓

↓

↓

↓

　

↓

委託処理 (中 間 :選別 ) ↓

↓

↓

↓

↓

委託処理 (最終 :埋立 )

その他がれき 委託処理 (中 間 :選別口粉砕等 ) 委託処理 (最終 :埋立 )

混合 (安定型) 委託処理 (中 間 :選別日粉砕等 ) 委託処理 (最終 :埋立 )

混合 (管理型 ) 委託処理 (中 間 :選別口粉砕等 ) 委託処理 (最終 :埋立 )

石綿含有産業廃棄物 委託処理 (最終 :埋立 )

Ｆ

引

Ｌ

委託処理 (フ

°
ラスチツク原料として再利用 )

廃プラスチック類

委託処理 (中 間 :選別) 委託処理 (最終 :埋立 )



月吋甘眠2

理

i協 力 会 社
i

線路本部土木本部 建築本部企画本部

総務部

i専務 (廃棄物担当役員)i

廃棄物担当部

本  社

支 店 支 店

軌道課土木課 建築課総務課

長崎支店

支店長 (廃棄物処理統括責任者)i

廃棄物処理

管理責任者

廃棄物処理

管理責任者

廃棄物処理

担当課

廃棄物処理

管理責任者

作業 作業作業 業 作業作業所又は保線所

・作業所長(産業廃棄物責任者)

・保線所長(    ″   )



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 男J紙 3

【前年度(2022年 度)実績】

伐採材・伐根材
|

廃油

250tl 02t

(これまでに実施した取組 )

廃棄物の処理について次に掲げる事項を実施し、また、協力会社にも必要な指導を行う

・設計及び施行計画段階において廃棄物の発生抑制を考慮した工法、資材等を採用する。

・作業所内で資材を繰り返し使用する。

・廃棄物を再生利用施設へ委託し、自らも再生資材を積極的に使用する。

・廃棄物の分別を徹底し再生利用を推進する。

・汚泥の脱水を行うなど、中間処理を推進する。

・処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する。

・特別管理産業廃棄物の適正処理を確保する。

ア発生抑制

イ再生利用

ウ中間処理

工その他

【目標】

伐採材・伐根材
|

廃油

245tl 02t

(今後実施する予定の取組 )

これまで実施した取り組みを継続し、産業廃棄物処理の減量達成率の目標は対前年の2%減とする。

がれき類
石綿含有

22t

がれき類
石綿含有

22t

管理型
混合

06t

管理型

混合

06t

管理型

建設混合

62t

管理型
建設混合

61t

アスコンがら

800t

7スヨンがら

784t

ヨンクリートア)ミ ら

6361t

ヨンクリートがら

6234t

その他がれき

2095t

その他がれき

2053t

力'ラス陶磁器くず

01t

力・ラス陶磁器(ず

01t

金属くず

71t

金属くず

70t

木くず

2096t

木くず

2054t

混合廃棄

83t

混合廃棄

81t

紙くず

47t

紙くず

46t

廃プラスチック類

225t

廃プラスチック類

221t

建設汚泥

11 3t

建設汚泥

11 lt

産業廃棄物の種類

排出量

産業廃棄物の種類

排出量

①現状

②計画



産業廃棄物の処理の委託に関する事項 男げ1紙4

【前年度(2022年度)実績】

廃 油

02t

02t

02t

(これまでに実施した取組)

・廃棄物を再生処理施設へ委託し、自らも再生資材を積極的に使用する。

・廃棄物の分別を徹底し再生利用を推進する。

廃油

02t

02t

02t

(今後実施する予定の取組)

・廃棄物を再生処理施設へ委託し、自らも再生資材を積極的に使用する。
・廃棄物の分別を徹底し再生利用を推進する。

伐採材・伐根材

250t

00t

250t

【目標】

伐採材・伐根材

245t

00t

245t

がれき類
石綿含有

22t

00t

22t

がれき類
石綿含有

22t

00t

00t

管理型
混合

06t

06t

06t

製胎06t

06t

06t

管理型
建設混合

62t

62t

62t

管理型
建設混合

61t

61t

61t

アスヨンがら

800t

1 5t

800t

アスコンがら

784t

1 5t

734t

ヨンクリートがら

6361t

286t

6361t

ヨンクリートがら

6234t

280t

6234t

その他がれき

2095t

221t

2095t

その他がれき

2053t

21 6t

2053t

がラス陶磁器(ず

01t

00t

01t

カラス陶磁器(ず

O It

00t

01t

金属〈ず

71t

40t

71t

金属くず

70t

39t

70t

木くず

2096t

1846t

2096t

木くず

2054t

1809t

2054t

混合廃棄

83t

83t

83t

混合廃棄

81t

81t

81t

紙くず

47t

47t

47t

紙くず

46t

46t

46t

廃プラステック類

225t

耳42t

225t

廃プラスチック類

221t

140t

221t

建設汚泥

113t

1■ 3t

11 3t

建設汚泥

11 lt

11 lt

11 lt

産業廃棄物の種類

排出量

優良事業者への処理委
託量

再生利用事業者への処
理委託量

認定熱回収業者への処
理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良事業者への処理委
託量

再生利用事業者への処
理委託量

認定熱回収業者への処
理委託量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

①現状

②計画



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  令和５年 ６月２７日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所  長崎県東彼杵郡川棚町百津郷２９６ 

氏 名 クアーズテック株式会社 長崎事業所 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

事業所長  佐藤 幸夫  

電話番号    ０９５６－８２－２９７０ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  クアーズテック株式会社 長崎事業所 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県東彼杵郡川棚町百津郷２９６ 

計 画 期 間  令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 ２１ 窯業・土石製品製造業 

② 事 業 の 規 模  ８，３６７百万円（2022年1月～2022年12月までの売上高） 

③ 従 業 員 数  ３０５名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

発 生 源 廃棄物 処 理 ・ 処 分

廃棄物処理の流れ
委託処理部分の範囲

排水処理工程 セメント等原料

各製造工程

路盤材等原料

燃料（熱回収）

建材原料

ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

木くず

汚泥

汚泥

再生油廃油

埋立処分（安定型）

熱回収

埋立処分（管理型）

造粒固化

油水分離

破砕・粉砕

焼 却

焼 却

破砕、選別

管理型埋立処分

 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

公害防止統括者
（環境統括責任者）

産業廃棄物処理責任者環境管理責任者

産業廃棄物管理部門
(各部門長）

特別管理産業廃棄物管理責任者
 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】   別紙のとおり 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 2,674.497ｔ  

（これまでに実施した取組） 

 

・歩留向上施策の実施 

 

 

② 計画 

【目標】              別紙のとおり 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

排 出 量 685.783ｔ  

（今後実施する予定の取組） 

 

・歩留向上施策の継続実施 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・廃棄物収集場の区画整備、分別に関する啓蒙活動実施。 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・分別の継続 

 

 

（第３面） 



 

 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】   別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
0t  

（これまでに実施した取組） 

 

・特になし 

 

② 計画 

【目標】              別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
0t  

（今後実施する予定の取組） 

 

・特になし 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】   別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
0t  

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
0t  

（これまでに実施した取組） 

 

・特になし 

 

 

② 計画 

【目標】              別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
0t  

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
0t  

（今後実施する予定の取組） 

 

・特になし 

 

 

（第４面） 



 

 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】   別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

0t  

（これまでに実施した取組） 

 

・特になし 

 

② 計画 

【目標】              別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

0t  

（今後実施する予定の取組） 

 

・特になし 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ①  現状 

【前年度（令和４年度）実績】   別紙のとおり 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 2,674.497ｔ  

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
2,217.857t  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
459.207t  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0  

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

150.110t  

（これまでに実施した取組） 

 

・廃棄物の有価化検討 

 

 

 

 

（第５面） 



 

 

 ② 計画 

【目標】              別紙のとおり 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり  

全 処 理 委 託 量 685.783ｔ  

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
248.837 t  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
385.353 t  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
  

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

126.069 t  

（今後実施する予定の取組） 

 

・埋立や焼却等の最終処分として排出している物を再資源化として 

処分が可能な処分先の開拓 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の6月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第二号の八（第八条の四の五関係）

長崎県知事 殿

提出者

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

(日本産業規格　Ａ列4番）

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別添１ 処理工程図のとおり

（第1面）

①事　業　の　種　類 06　総合建設業

②事　業　の　規　模 元請完成工事高：25,454百万円

③従　 業　 員 　数 185人

事 業 場 の 名 称 株式会社熊谷組　九州支店

事 業 場 の 所 在 地 福岡県福岡市中央区渡辺通4-10-10

計 画 期 間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

産業廃棄物処理計画書

令和5年6月2日

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住 所

氏 名

電話番号

福岡県福岡市中央区渡辺通4-10-10

株式会社熊谷組　九州支店

支店長　山下　正治

092-721-0158



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（第2面）

･今後も現状の取組みを維持して行く。

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を分別する。
・コンクリート破片、アスファルト･コンクリート破片、木くず、金属
くず、紙くず（段ボール）、廃プラスチック類については、分別を徹底
する。
・現場作業員の生活系廃棄物（生ゴミ、新聞などの一般廃棄物）は、直
接工事から排出される廃棄物と分別する。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

別添２ 管理体制図のとおり

①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり －

排    出    量

　･今後も現状の取組みを維持して行く。

・ＩＳＯ１４００１に係る取り組みの中で廃棄物の適正処理に関する教
育を行っている。
・作業所業務においては協力業者を対象として新規入場時教育等により
産業廃棄物の排出抑制ならびに分別の教育指導を行っている。
・余剰資材の発生しない資材搬入管理を行う。
・効率的な歩留まりを考慮した資材の発注を行う。

－

排    出    量



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

－

－

－ －

－

特になし。

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

（第3面）

特になし。

②計画

①現状

産業廃棄物の種類 －

－

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－

①現状

②計画

特になし。

特になし。

産業廃棄物の種類 －

－

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

－

－



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和4年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処  理  委  託  量

・ 分別を徹底し混合廃棄物の発生を抑制する。
・アスファルト･コンクリートについては、再資源化施設を有する産業
廃棄物処理業者に処理を委託する。
・ コンクリートについては、自社にて再利用を促進するとともに、再
利用できない場合は、再資源化施設を有する産業廃棄物処理業者に処理
を委託する。
・ 木くずについては、分別を徹底し、再資源化施設を有する産業廃棄
物処理業者に処理を委託し、チップ化、堆肥化、固形燃料化などを行う

再生利用業者への
処 理 委 託 量

－

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量
－

特になし。

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

（第4面）

①現状

産業廃棄物の種類 － －

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－

特になし。

②計画

産業廃棄物の種類 －



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処  理  委  託  量

･今後も現状の取組みを維持して行く。

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

（第5面）

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量



(第6面）

備考

1    前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 　 当該年度の６月30日までに提出すること。

3 　 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には､製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）､建設業の場合における元請完成

　工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

　模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

　の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

4  　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5  　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6  　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7  　※欄は記入しないこと。



【別添１】処理工程図

発生排出状況

工種別の廃棄物

《準備・仮設工事》
(1) 伐開除根工事

伐採材／除根材 ①

(2) 既設構造物撤去工事
アスコン塊（舗装） ②
コンクリート塊（擁壁等） ③
ブロック等（２次製品） ④

(3) 仮設工事
番線、単管パイプ ⑧
カラースプレーの空缶 ⑧
電線 ⑧
段ボール ⑨
ブルーシート／土のう袋 ⑩
発泡スチロール（梱包用） ⑩

《掘削・基礎工事》
丁張材、矢板 ①
ＰＣ杭頭／現場打杭頭はつりくず ④
セメント系固化材のトン袋 ④
廃棄泥水／泥水混り掘削土など ⑪
（アースドリル／ＳＭＷ／リバース）

《躯体工事》
さん木／ばた角 ①
型枠用合板 ①
ＡＬＣ版の端材 ④⑤
番線くず、鉄筋端材 ⑧
紙ボイド ⑨
プラ面木／プラ目地棒 ⑩

《建築工事》
(1) 仕上工事

木工事の木くず ①
コンクリートなどのはつりくず ④
タイル／陶器／ガラスの端材 ④
ロックウール吸音板 ④⑥
石膏ボードの端材 ⑦
塗料空缶 ⑧
サッシ端材 ⑧
軽鉄（軽量鉄骨下地） ⑧
壁紙／クロス ⑩
吹付工事の養生ビニール ⑩
コーキング空きチューブ ⑩

(2) 設備・外構・屋根工事事
Ｕ字溝、ブロック等の端材 ④
養生材（ｶﾞﾗｽ繊維） ④
ダクト端材 ⑧
配管塩ビ端材 ⑩
防水シート ⑩

《土木工事》
セグメントシール材 ⑩
廃棄泥水／泥水混り掘削土など ⑪
（泥水シールド工法など）
脱水ケーキ（濁水処理プラント） ⑪

《一般廃棄物》
ジュース缶（スチール／アルミ） ⑧
新聞紙／コピー用紙 ⑨
コンビニ弁当箱／ペットボトル ⑩
ゴム手袋 ⑩

④ ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず

② アスコン塊

③ コンクリート塊

⑤ ＡＬＣ板

⑦ 石膏ボード

⑧ 金属くず

⑪ 建設汚泥

再生アスコン

再生砕石

石膏ボード

アルミ地金

銅地金

盛土材（知事指定工事現場）

再資源化施設

① 木くず

製紙メーカー

中間処理施設

メーカー引取り（大臣指定）

埋立処分

⑥ ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

再生ずり

ＡＬＣ板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音

（広域再生利用指定制度）

中間処理施設

埋立処分

セメントメーカー

中間処理施設

埋立処分

古物商
（専ら物の回収）

スクラップ工場
精錬工場

再生紙

動物の寝わら

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

固形燃料･燃料チップ

セメント

⑨ 紙くず
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ

中間処理施設

焼却処分

製紙メーカー

⑩ 廃プラ類
中間処理施設

塩ビ管

ペットボトル

発泡ｽﾁﾛｰﾙ

衣類（当社作業着）、容器、文具

再生塩ビ管／暗渠排水管

再生発泡ｽﾁﾛｰﾙ／軽量骨材、排水材

パレット／プラ杭／カラーコーンの重し

再生樹脂工場

セメント

レキ、砂

セメントメーカー

中間処理施設
流動化処理土

（売却）

（売却）

盛土材（大臣指定高規格堤防）

メーカー引取り（大臣指定）

メーカー引取り（大臣指定）

（再生利用個別指定制度）

（再生利用認定制度）

園芸用骨材

埋立処分

中間処理施設

平炉鋼材

再生紙

粘土

レキ、砂

（売却）

メーカー

（広域再生利用指定制度）

（広域再生利用指定制度）

再資源化施設

中間処理施設

再資源化施設

中間処理施設

古物商
（専ら物の回収）

焼却処分

焼却処分



【別添２】管理体制図

作業所建設副産物管理担当者
（作業所長が指名する担当者）

支店建設副産物管理担当者
（土木部長、建築部長が指名する担当

者）

本社
土木事業本部
建築事業本部

本社
安全品質環境本部
品質環境推進部

作業所建設副産物管理責任者
（作業所長）

支店

土木部、建築部

（連絡／協議）

（連絡／協議）

支店 環境法規制管理者

支店建設副産物管理責任者
（土木部長、建築部長）

支店長

支店 安全品質環境部長



産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状：前年度（令和4年度）実績量

計画：今年度（令和5年度）計画量（目標） 単位：トン

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

汚泥 0.11 0.10 － － － － － － － － 0.11 0.10 0.00 0.00 0.11 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

廃プラスチック類 57.89 52.10 － － － － － － － － 57.89 52.10 57.89 52.10 57.89 52.10 0.00 0.00 0.00 0.00

紙くず 13.53 12.18 － － － － － － － － 13.53 12.18 13.53 12.18 13.53 12.18 0.00 0.00 0.00 0.00

木くず 667.43 600.69 － － － － － － － － 667.43 600.69 256.58 230.92 667.43 600.69 0.00 0.00 0.00 0.00

繊維くず 0.04 0.04 － － － － － － － － 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

金属くず 10.62 9.56 － － － － － － － － 10.62 9.56 10.62 9.56 10.62 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00

ガラス陶磁器等くず 3.30 2.97 － － － － － － － － 3.30 2.97 3.30 2.97 3.30 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00

コンクリート片 632.73 569.46 － － － － － － － － 632.73 569.46 632.73 569.46 632.73 569.46 0.00 0.00 0.00 0.00

アス・コン片 1,070.00 963.00 － － － － － － － － 1,070.00 963.00 1,070.00 963.00 1,070.00 963.00 0.00 0.00 0.00 0.00

その他がれき類 294.08 264.67 － － － － － － － － 294.08 264.67 294.08 264.67 294.08 264.67 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 2,749.73 2,474.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,749.73 2,474.77 2,338.77 2,104.90 2,749.73 2,474.77 0.00 0.00 0.00 0.00

産業廃棄物の種類

排出抑制 自ら行う中間処理 処理の委託

自ら再生利用を
行った(行う)量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った(行う)量排 出 量

自ら熱回収を
行った(行う)量

自ら中間処理により

減量した(する)量 全 処 理 委 託 量
優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
再生利用業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量



様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

(第 1面)

提出者

住 所 佐賀県伊万里市東山代町長浜 2150番 地 1

氏 名 株式会社 古賀物産

代表取締役 古賀政博

電言舌番号  0955-23-4188

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

2023年  6月  1日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

事 業 場 の 名 称 株式会社 古賀物産 コガ生コン諫早工場

事 業 場 の 所 在 地 長崎県諌早市飯盛町佐田1041-1

計 画 期 間 2024年  3月  81日2023年  4月  1日

碧該事業場において現に行っている事業に関する事項

中間処理場 (破砕)残コンクリー ト

工場 敷均し固化作業 再 生 処 理

運 搬

E21窯業・土石製品製造① 事 業 の 種 類

2,424だ

15人③ 従 業 員 数

② 事 業 の 規 模 前年度出荷実績

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

-516[-7

(日 本工業規格 A



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (2022年度)実績】

産業廃棄物の種類 コンクリートくず

排   出  量 2,424  t t

① 現状
(これまでに実施した取組)

当工場の産業廃棄物の約 90%が現場からの戻 り残コンクリー ト

であり、打設現場との連絡調整を行い戻り残コンクリー トの発生を

抑制する。

【目標】

産業廃棄物の種類

排   出  量 1,000  t t

②計画 (今後実施する予定の取組 )

・工事施工業者の担当者とコンクリー トの打設工程、打設日毎の数量

等を事前に打合せる。
・打設当日は予定出荷数量を確認し担当者と密に連絡を取り、施工完

了数量を正確に調整 し戻 り残コンクリー トの発生を抑制する。

産業廃乗物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状
な し

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画
な し



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (2022年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行つた

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (2022年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物 の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物 の量
t t

(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物 の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

②計画

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (2022年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

2,424t t

① 現状

(こ れまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (2022年度)実績】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 2,424  t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
2,424  t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施 した取組 )

中間処理業者へ処理 (破砕)を委託し再生砕石 (再生クラッシャーラン

RC 40)と して100%再利用



(第 5面 )

⌒

ゼ

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 1,000  t t

t t

1,000  t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

中間処理業者への処理 (破砕)を委託し再生砕石 (再生クラッシャー

ランR併40)と して100%再利用

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼去H処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入 し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 8以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入 した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「一」を記入すること。

7 ※欄は記入 しないこと。



様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和 5年  6月  27日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者                  

住 所    長崎県五島市大円寺町6番1号

氏 名 五島技建工業株式会社

代表取締役 今村 伊久雄

電話番号          0959-72-2928

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 五島技建工業株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県五島市大円寺町6番1号

計 画 期 間 令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 建設業

② 事 業 の 規 模 ￥240,000,000-

③ 従 業 員 数 20人

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

発生源    廃棄物        処理・処分

   がれき類       

       木くず      → 再資源化処理施設

     → 金属くず       

       建設混合廃棄物

       廃プラスチック→ 安全型埋立処分施設

(日本産業規格 Ａ列４番)

各

工

事

現

場



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】      

産業廃棄物の種類 がれき類 木くず

排 出 量 2197.06ｔ 0.55ｔ

（これまでに実施した取組）

発生した廃棄物は再生資源化処理施設へ処理を委託する

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 木くず

排 出 量 3000ｔ 2ｔ

（今後実施する予定の取組）

発生した廃棄物は再生資源化処理施設へ処理を委託する。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

アスガラ・コンガラ・木くず・金属くず・建設混合廃棄物

廃プラスチック

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

アスガラ・コンガラ・木くず・金属くず・建設混合廃棄物

廃プラスチック

代
表
取
締
役

産廃管理担当者専務取締役

業務部

各現場代理人



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

① 現状

【前年度（令和04年度）実績】      

産業廃棄物の種類 建設業混合廃棄物 金属くず

排 出 量 1.04ｔ 0.06

（これまでに実施した取組）

発生した廃棄物は再生資源化処理施設へ処理を委託する。

混合廃棄物については、分別を徹底し、発生を抑制しています。

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 建設業混合廃棄物 金属くず

排 出 量 0.5ｔ 1ｔ

（今後実施する予定の取組）

発生した廃棄物は再生資源化処理施設へ処理を委託する。

混合廃棄物については、分別を徹底し、発生を抑制していく。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

アスガラ・コンガラ・木くず・金属くず・建設混合廃棄物

廃プラスチック

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

アスガラ・コンガラ・木くず・金属くず・建設混合廃棄物

廃プラスチック

代
表
取
締
役

業務部

産廃管理担当者専務取締役 各現場代理人



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

② 現状

【前年度（令和04年度）実績】      

産業廃棄物の種類 廃プラスチック

排 出 量 0.35ｔ

（これまでに実施した取組）

発生した廃棄物は、発注者の計画に準じて適切に処理する。

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック

排 出 量 1ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

発生した廃棄物は、発注者の計画に準じて適切に処理する。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

アスガラ・コンガラ・木くず・金属くず・建設混合廃棄物

廃プラスチック

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

アスガラ・コンガラ・木くず・金属くず・建設混合廃棄物

廃プラスチック

代
表
取
締
役

業務部

産廃管理担当者専務取締役 各現場代理人



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】  

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類 建設混合廃棄物

全 処 理 委 託 量 2197.06ｔ 1.04ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
2197.06ｔ 1.04ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類

全 処 理 委 託 量 3000ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
3000ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

７ ※欄は記入しないこと。



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和５年 ６月 ３０日  

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 長崎市扇町１２－７        

氏 名 株式会社小山建設 小山幸馬    

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 ０９５－８４９－３００２     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  株式会社 小山建設 

事 業 場 の 所 在 地  長崎市扇町１２－７ 

計 画 期 間  令和5年4月1日～令和6年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 06:総合建設業 

②事 業 の 規 模 元請完成工事高：3,036,768,000 

③従 業 員 数 54人 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

 

(日本産業規格 Ａ列４番) 

 

土木工事、建築工事 

施工・発生 

分別・保管 収集 中間処理 最終処分 

中間処理 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 本社産廃管理部 

    | 

   専務 

 

       総務部（産業廃棄物管理担当部長） 

 

           工事現場管理責任者 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

排 出 量 ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

・排出抑制 

 工事施工前及び施工中において施主、発注者(元請)等と十分協議 

 の上、計画を立てて実行している。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

排 出 量 ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

・排出抑制 

 工事施工前及び施工中において施主、発注者(元請)等と十分協議 

 の上、計画を立てて実行する。 

・減量対策 

 工事関係者、現場作業員の意識の高揚を図る。 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・各工事現場にて専用ボックスを設け、それぞれに分別集積し排出 

 している 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・各工事現場にて専用ボックスを設け、それぞれに分別集積し排出す

る。 

・工事関係者、現場作業員の意識の高揚を図る。 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和４年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 ・可能な限り再生処理業者への処理委託を行い、最終処分量の提言

を図っている。 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 ・県内優良認定処理業者への処理委託量を増やせるよう検討を 

  行う。 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ガラス・ 混合 石綿含 混合（管

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｱｽｺﾝ その他 陶磁器 廃ﾌﾟﾗｽ 金属くず （安定型）有産業 建設 紙くず 木くず 繊維くず 廃石膏 理型含む） その他

がら がら 瓦礫類 くず ﾁｯｸ類 廃棄物 汚泥 ボード

令和4年度実績 887.21 159.3 38.92 0 17.6 0 0 0.15 4.62 0 476.62 0 0.66 13 0 1598.08

令和5年度目標 500 100 30 1 15 2 1 1 4 1 250 1 1 10 0 917.00

令和3年度実績

令和4年度目標

令和3年度実績

令和4年度目標

全処理委託量 887.21 159.3 38.92 0 17.6 0 0 0.15 4.62 0 476.62 0 0.66 13 0.00 1598.08

優良認定処理業者への処理委託量 560.21 0 0 0 17.26 0 0 0.15 0 0 11.82 0 0.66 13 0 603.095

再生処理業者への処理委託量 327 159.3 38.92 0 0.345 0 0 0 4.62 0 464.8 0 0 0 0 994.985

認定熱回収業者への処理委託量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱回収業者以外への処理委託量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

全処理委託量 500 100 30 1 15 2 1 1 4 1 250 1 1 10 0 917

優良認定処理業者への処理委託量 350 10 2 1 15 0 1 1 0 1 20 1 1 10 0 413

再生処理業者への処理委託量 150 90 28 0 0 2 0 0 4 0 230 0 0 0 0 504

認定熱回収業者への処理委託量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱回収業者以外への処理委託量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計

産業廃棄物処理計画書(令和4年度実績及び令和5年度目標)

自ら熱回収を行った量

自ら中間処理により減量した量

令和3年度実績

令和4年度目標

産業廃棄物の種類

令和4年度実績

令和5年度目標

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

自ら埋立処分又は海洋投棄処分を行った量

自ら埋立処分又は海洋投棄処分を行う量

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投棄処分に関する事項

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

排出量

排出量

排出量

排出量

自ら熱回収を行った量

自ら中間処理により減量した量



様式第二号の八 (第八条の四の五関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県長崎市興善町 2番 8号

氏 名 株式会社 西海建設

代表取締役 寺澤孝憲

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 095825-1413

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和5年 6月 7日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

事 業 場 の 名 称 株式会社 西海建設

長崎県長崎市興善町 2番 8号事 業 場 の 所 在 地

令和5年 4月 1日 ～令和6年 3月 31日計 画 期 間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

令和 4年度元請完成工事高 1, 207, 888万 円

②発注者及び処理業者と事前に十分な打合せを行う
③建設廃棄物の発生量を予測する

④施正方法、資材を検討し廃棄物の発生を抑制する

⑤発生するものについては、出来るだけ再生処理による減量化を図
る
⑥再生利用できない場合には、中間処理による減量化を検討する

⑦廃棄物として処分するものについては、適正な保管・収集運搬・

処分の方法を選定する
③処理方法に応じた現場内での分別方法について検討する

③処理を委託する場合には、委託する処理業者の許可内容などを確
認する

総合建設業

202名

①事 業 の 種 類

業 の 規 模

③従 業 員 数

針 を て る

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

一る[tiJ… 9

(日 本産業規格 A列



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとお り 別紙集計表のとお り

排   出 量 別紙集計表のとお り 別紙集計表のとお り

①現状 (こ れまでに実施した取組)

1)排出抑制
設計及び施工計画段階で、施主及び発注者元請業者と十分に検討を行
い、協議 。承認を交わし計画を策定する。
2)減量化対策
役割分担の明確化と意識の高揚、地元・地域施設への還元

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとお り 別紙集計表のとおり

排  出  量 別紙集計表のとお り 別紙集計表のとお り

②計画 (今後実施する予定の取組)

1)排出抑制
設計及び施工計画段階で、施主及び発注者元請業者と十分に検討を行
い、協議・承認を交わし計画を策定する。
2)減量化対策
役割分担の明確化と意識の高揚、地元・地域施設への還元

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

1,再生利用などによる減量化を含めた分別に努める
。再生可能品目の分別
。一般廃棄物の分別
。中間処理に適合した分類
・安定型廃棄物とそれ以外の分類

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

1.再生利用などによる減量化を含めた分別に努める
。再生可能品目の分別
。一般廃棄物の分別
・中間処理に適合した分類
・安定型廃棄物とそれ以外の分類

②計画



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

①現状 (こ れまでに実施 した取組)

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

ら再生 用を行 う
t t

産 業 廃 棄 物 の 量

計 画 (今後実施する予定の取組)

・特になし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

①現状
(こ れまでに実施した取組)

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

t 一 t

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
一 t

(今後実施する予定の取組 )

・特になし

計 画



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

①現状
(こ れまでに実施 した取組)

。特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

・特になし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとお り 別紙集計表のとお り

全 処 理 委 託 量 別紙集計表のとお り 別紙集計表のとおり

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
別紙集計表のとおり 別紙集計表のとおり

再生利用業者への

処 理 委 託 量
別紙集計表のとお り 別紙集計表のとお り

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
別紙集計表のとお り 別紙集計表のとお り

①現状
認定熱回収業者以外の

熱回収を行 う業者への

処 理 委 託 量
別紙集計表のとお り 別紙集計表のとおり

(こ れまでに実施 した取組)

産業廃棄物の処理許可証、運搬車両の登録などの確認を行い、委託を

行った。



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり 別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量 別紙集計表のとおり 別紙集計表のとおり

別紙集計表のとおり 別紙集計表のとおり

別紙集計表のとおり 別紙集計表のとおり

別紙集計表のとおり 別紙集計表のとおり

別紙集計表のとおり 別紙集計表のとおり

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理許可証、運搬車両の登録などの確認を行い、委託を行
つ。

※事務処理欄



(第6面 )

備考

1

2

3

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

当該年度の6月 30日 までに提出すること。

「章該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績 )、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

のす連の処理の工程 (当 該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第6条の11第2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼去,処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「一」を記入すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7



産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状 :前年度 (令和4年度)実績量

計画量 (目 標 )
トン

000

計画

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

現状

000

000

000

000

計画

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

現状

000

000

000

7,65758

計画

515

3617

027

7476

3906

4,92120

1,37853

1,03394

13001

3849

8,50342

‖ 14882

14445

4277

現状

572

4019

030

3307

4340

5,46800

1,53170

21895

000

1497

027

3787

3713

810

000

000

9990

2071

計画

24327

現状

000

1663

030

4208

4125

900

000

000

11100

2301

7,65758

027

7476

3906

4,92120

1,37853

1,03394

13001

3849

計画

515

3617

8,50842

処理の委託

全 処 理 委 託 量

現状

572

4019

030

8307

4340

5,46800

1,53170

1,14882

14445

4277

000

計画

000

現状

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行つた(行う)量

000

計画

000

自ら中間処理により

減量した(する)量

現状

000

計画

000

自ら行う中間処理

自ら熱回収を
行つた(行う)量

現状

000

計画

000

自ら再生利用を
行つた(行う)量

現状

7.65758

計画

515

3617

027

7476

3906

4,92120

1,37853

1,03394

13001

3849

8,50842

1,53170

114882

14445

4277

υF出抑制

排 出量

現状

572

4019

030

8307

4340

5,46800

合計

汚泥

廃プラスチック類

紙くず

木くず

金属くず

ガラス陶磁器等くず

コンクリート片

アス・コン片

その他がれき類

建設混合廃棄物 (管理型)

産業廃棄物の種類



産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 管 理 体 制

作業所 下請業者 処理業者本社

作業所方針・目標基本方針の策定

指 導 施工計画書作成

・再生利用計画

口処理計画

O

委託基本契約委託基本契約 業者選定

委託契約委託契約

指 導 処理状況報告

記録の保存

マニフェスト交付

記録口整理

処理実績の把握 処理実績集計

マニフェスト保管

O

O

処理実績報告

O



様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和5年6月28日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者                  

住 所 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2

         氏 名 佐々町下水道事業

佐々町長 古庄 剛

電話番号 0956-62-2101（代表）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 佐々浄化管理センター

事 業 場 の 所 在 地 長崎県北松浦郡佐々町小浦免41番地3

計 画 期 間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事 業 の 種 類 下水道施設維持管理業（日本標準産業分類番号 3631）

②事 業 の 規 模 年間処理水量 1,816,777㎥（R4年度実績）

③従 業 員 数 9名（施設維持管理業務を民間委託）

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

下水道汚泥（※処理工程詳細は別紙のとおり）

当該施設で汚泥脱水（脱水ケーキ）→運搬処理業者（民間）へ委託

(日本産業規格 Ａ列４番)



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

佐々町長 ─ 水道課 ─ 施設維持管理業者（民間委託）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】      

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

排 出 量 1,840.5ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

遠心脱水機のメンテナンス

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

排 出 量 1,800ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組

凝集剤の再検討

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】  

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

① 現状

【前年度（令和４年度）実績】

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

全 処 理 委 託 量 1,840.5ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1,840.5ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

当該センター内で汚泥濃縮及び脱水し、脱水ケーキを作り、

運搬処理業者（民間業者）へ委託している。

なお、委託業者により焼却処分後、焼却灰を土壌改良剤及び溶融

スラグとして再利用している。



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

全 処 理 委 託 量 1,800ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1,800ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

当該センター内で汚泥濃縮及び脱水し、脱水ケーキを作り、

運搬処理業者（民間業者）へ委託を行う。

なお、委託業者により焼却処分後、焼却灰を土壌改良剤及び溶融

スラグとして再利用する。

※事務処理欄



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

７ ※欄は記入しないこと。



様式第二号の八 (第人条の四の五関係 )

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和 5 年 6 月 8 日

長崎県知事 大石 賢種殿

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号  092-451-6746

福岡市博多区東光寺町1丁 目13番5号

三軌建設株式会社 福岡支店

取締役支店長 久 楽 博

者

所

名

側
住
氏

三軌建設株式会社 福岡支店 長崎工事所 他 2件事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 長崎県 (長崎市、佐世保市を除く)管轄管内 2ヶ所

計 画 期 間 令和 5年 4月  1日 令和 6年 3月 31日

当該事業所において現にお粉xtる ている事業に関する事項

・廃プラスチック類 ;中 間処理・再生処理業者に委託 し、再生プラスチッ
クとして再資源化、一部埋立処分
・紙くず、木くず ;再生処理業者に委託 して燃料 として再資源化
・コンクリー ト破片、がれき類 ,中間処理 。再生処理業者に委託 し、再生

砕石として再資源化
・アスコン破片 ;中 間処理 。再生処理業者に委託 し、再生骨材・アスファ
ル トとして再資源化
・混合廃棄物 ;中 間処理・再生処理業者に委託 して、分別後再生資源化及

総合工事業

294名

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模 令和4年度」工事実績 180,6億円

③ 従 業 員 数

び埋立処分

④産業廃棄物の一連
の 処 理 の 工 程

―i bl弓 4
(日 本産



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 4年度)実績】

産業廃棄物の種類 廃プラスチ ック類 木くず

排  出  量 1.100
t

208.614
t

①現状
(こ れまでに実施 した取組 )

・廃プラスチック類再生プラスチックとして再資源化、一部埋立処分
・紙くず、木くず ;チ ップ再利用施設及び燃料として再資源化
・コンクリー ト破片、がれき類 ;再生砕石として再資源化
・アスコン破片 ;再生骨材・アスファル トとして再資源化

【目標】

産業廃棄物の種類 廃プラスチ ック類 木 くず

排  出  量 1.000
t

180.000
t

②計画 (今後実施する予定の取組 )

現場員、資材業者、現場作業員一丸となった排出制御の励行

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

①現状
・建設混合廃棄物の分別を重機により行なっていた。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

②計画
・建設混合廃棄物の分別を、人力併用で行い減量化に務める。



様式第二号の人 (第人条の四の五関係別紙)

(第 2面 )
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省理型 l毘 合廃葉物

65ク a 十

管理型泥合廃薬物

5000 ■

建設混合廃乗物

99`ヽ0 +

建設混合廃葉物

9000 ヤ

アスコン破片

1■9`ina 十

アスコン破片

100000 +

ヨンクリー ト破片

■■■4鰐 十

ヨンクリー ト破片

■■■辮 4 t

がれき類

,5R Ran 十

がれき類

ク00000 +

【前年度 (令和 4年度)実績】

産業廃棄物の種類

排  出  量

【目標】

産業廃棄物の種類

排  出  量

①現状

②計画

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 4年度)実績】

産業廃棄物の種類

①現状

自ら再生不U用 を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量 t t

(こ れまでに実施 した取組 )

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量 t t

②計画
(今後実施する予定の取組 )

・特に予定な し

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和 4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量 t t

①現状
自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量 t t

(こ れまでに実施 した取組 )

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量 t t

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量 t t

(今後実施する予定の取組 )

②計画

・特に予定なし



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和  年度)実績】

産業廃棄物の種類

①現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量 t t

(こ れまでに実施 した取組 )

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

②計画

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量 t t

(今後実施する予定の取組 )

・特に予定なし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和  年度)実績】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量
t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 t t

再生利用業者への
処 理 委 託 量 t t

①現状

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行 う業者への

処 理 委 託 量 t t

(こ れまでに実施 した取組 )

。特になし



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量
t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

・特に予定な し

※事務処理欄



別紙

管理体制 (廃棄物処理に関する管理組織等 )

建設 産物管理組織図

社 長

事業本部

安全保安部長 建築部長土木・軌道部長

安全保安部 建築部土木・軌道部

支 店 長

(建設副産物処理統括責任者)(建設副産物処理統括責任者 )

安全保安課 建築課土木・軌道課

(建設副産物処理責任者 )(建設副産物処理責任者 )

①建設副産物の適正処理の推移に関する

業務の統括及び指導

②指定負荷産物及び再生資源の利用促進に

関するざょうむの統括責任者

①法令改正、指導内容等の周知

②教育・指導(マニュアル等の作成

③本社管理組織間の調査・整備

④全支店の建廃の処理実績の集計

①建設副産物の道正処理の推移に関する

業務の統括及び指導

②指定負荷産物及び再生資源の利用促進に

関するぎょうむの統括責任者

①「建築副産物処理計画書Jの事前検討

②監督官庁との連絡調整

③処理業者の調査と選定の指導

④処理状況の点検、指導

⑤処理実績の集計

⑥関係書類の保存

⑦現場間における再資源の有効利用の

連絡調整

①法令胚性、指導内容の周知

②処理状況の点検と教育・指導

③支店管理組織間の調整

④「建築副産物処理計画書」の検討

⑤支店全体の建廃の処理実績の集計

並びに本社報告他

①「建築副産物処理計画書」の事前検討

②監督官庁との連絡調整

③処理業者の調査と選定の指導

④処理状況の,点検、指導

⑤処理実績の集計

⑥関係書類の保存

⑦現場間における再資源の有効利用の

連絡調整

①「建築副産物処理計画書Jの作成
②発注者及び監督官庁への封応
③発生量の抑制、再資源利用等減量化の計画的な推進

④委託契約の締結
⑤処理状況の確認(マニフェストの発行、照合、確認及び現地確認等)

⑥産業廃棄物管理票交付等状況報告書提出
⑦処理実績報告書の提出
③処理業者、協力業者の監督指導
⑨建廃の現場内での適正保管
⑩自己(自 社)処理建廃の適正な管理と処理

①工事終了後の関係書類を担当部へ提出
⑫指定副産物及び再資源の量促進

協力業者

本
　
社

支

　

店

事
業
場

。
作
業
所

処
理
業
者

用 については、 の下 又 は 源利用 る。



様式第二号の八 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

令和 5年  6月  10日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所 長崎県雲仙市国見町土黒丙434番地

氏 名 柴 峙 建 設 株 式 会 社

代表取締役 柴 崎  優

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0957-78-2685

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 柴崎建設株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県雲仙市国見町土黒丙434番地

計 画 期 間 令和 5年 4月 1日  ～ 令和 6年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 総合建設業

② 事 業 の 規 模 完成工事高   1,217百万円

③ 従 業 員 数 31名

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

コンクリー トがら。アスファル トがら

再生処理業者に委託して再生資源化

紙くず 。木くず等

再資源施設へ処理委託

)

-5:6121

(日 本産業規格 A列 4



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

排  出  量 t t

① 現状 (これまでに実施 した取組)

マニフェス ト伝票の管理の徹底。
処理業者へ委託する場合、収集運搬から処分に至るまでの

確認を的確に管理する。

【目標】

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

マニフェス ト伝票の管理の徹底。
処理業者へ委託する場合、収集運搬から処分に至るまでの

確認を徹底させる。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状
(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

各作業所において、産業廃棄物の分別の徹底を図る。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画
各作業所において、産業廃棄物の分別の必要性を再度認識させる。



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生不1用 を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施 した取組)

実施していない

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

実施予定なし

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
t t

(こ れまでに実施した取組)

実施していない

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

(今後実施する予定の取組)

実施予定なし

②計画



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(こ れまでに実施した取組)

実施していない

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

実施予定なし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和4年度)実績】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施した取組)

委託基準に従つて、産業廃棄物を委託できる業者を選定し、

書面による契約を実施 している。



(第 5面 )

② 計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利用、熱回収が

できる業者へ委託する。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当 該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼去I処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「一」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



別紙 1

産業廃葉物の排出の抑制に関する事項

令和5年度計画

1500.000

30.000

50000

0

10.000

0

0

0

0

0

500

0

0

前年度実績

3773.720

52.790

138.694

4.800

31.750

4.710

0.390

5.2

011

21.83

791.655

0.216

3.82

0,1392

産業廃棄物の種類

コンクリートがら

アスフアルトがら

その他がれき類

ガラス・陶磁器くず

廃プラスチック類

金属くず

混合 (安定型)

石綿含有産業廃棄物

建設汚泥

紙くず

木くず

繊維くず

廃石吾ボード

水銀使用製品
産業廃棄物

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

令和5年度計画

鶴回収を,う 案者への

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

再生尉用泰雪への

1500
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0

0
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0
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獲A露定列理来■への
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

全狙電芸籠二

1500

30

50

0

10

0

0

0

0

0

500

0

0

0

前年度実績

譲回収を行う卑雪への

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

再生コ用集者への
■理い籠二

3773.720

52.790

0

0

0

0

0

0

0

21.830

731655

0

0

0

臣真μ定匁l雲案者への
匁l理工

“

■

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

全匁l瑠晏籠二

3773.720

52.790

138.694

4.800

31,750

4.710

0.390

5.2

0.11

21.83

731.655

0.216

3.82

0.1392

産業廃棄物の種類

コンクリードがら

アスファ)レ トがら

その他がれき類

ガラス・陶磁器くず

廃プラスチック類

金属くず

混合 (安定型)

石綿含有産業廃棄物

建設汚泥

紙くず

木くず

繊維くず

廃石膏ボード

水銀使用製品
産業廃案物


